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特定非営利活動法人市民活動フォーラムみのお特定非営利活動法人市民活動フォーラムみのお特定非営利活動法人市民活動フォーラムみのお特定非営利活動法人市民活動フォーラムみのお    定款定款定款定款    

 
目次目次目次目次    

第１章第１章第１章第１章    総則（第１条－第５条）総則（第１条－第５条）総則（第１条－第５条）総則（第１条－第５条）    

第２章第２章第２章第２章    会員（第６条－第１１条）会員（第６条－第１１条）会員（第６条－第１１条）会員（第６条－第１１条）    

第３章第３章第３章第３章    役員（第１２条－第１８条）役員（第１２条－第１８条）役員（第１２条－第１８条）役員（第１２条－第１８条）    

第４章第４章第４章第４章    総会（第１９条－第２８条）総会（第１９条－第２８条）総会（第１９条－第２８条）総会（第１９条－第２８条）    

第５章第５章第５章第５章    理事会（第２９条－第３７条）理事会（第２９条－第３７条）理事会（第２９条－第３７条）理事会（第２９条－第３７条）    

第６章第６章第６章第６章    資産および会計資産および会計資産および会計資産および会計（第３８条－第５０（第３８条－第５０（第３８条－第５０（第３８条－第５０条）条）条）条）    

第７章第７章第７章第７章    顧問等（第５１条・第５２顧問等（第５１条・第５２顧問等（第５１条・第５２顧問等（第５１条・第５２条）条）条）条）    

第８章第８章第８章第８章    事務局（第５３条・第５４事務局（第５３条・第５４事務局（第５３条・第５４事務局（第５３条・第５４条）条）条）条）    

第９章第９章第９章第９章    定款の変更および解散（第５定款の変更および解散（第５定款の変更および解散（第５定款の変更および解散（第５５５５５条－第５条－第５条－第５条－第５７７７７条）条）条）条）    

第１０章第１０章第１０章第１０章    雑則（第５雑則（第５雑則（第５雑則（第５８８８８条・第５条・第５条・第５条・第５９９９９条）条）条）条）    

附則附則附則附則    

    

第１章第１章第１章第１章    総則総則総則総則    

（名称）（名称）（名称）（名称）    

第１条第１条第１条第１条    この法人は、特定非営利活動この法人は、特定非営利活動この法人は、特定非営利活動この法人は、特定非営利活動法人市民活動フォーラムみのおという。法人市民活動フォーラムみのおという。法人市民活動フォーラムみのおという。法人市民活動フォーラムみのおという。    

（事務所）（事務所）（事務所）（事務所）    

第２条第２条第２条第２条    この法人は、事務所を大阪府箕面市内に置く。この法人は、事務所を大阪府箕面市内に置く。この法人は、事務所を大阪府箕面市内に置く。この法人は、事務所を大阪府箕面市内に置く。    

（目的）（目的）（目的）（目的）    

第３条第３条第３条第３条        この法人は、地域に根ざした市民活動・市民事業の自律的発展を促すために、市この法人は、地域に根ざした市民活動・市民事業の自律的発展を促すために、市この法人は、地域に根ざした市民活動・市民事業の自律的発展を促すために、市この法人は、地域に根ざした市民活動・市民事業の自律的発展を促すために、市

民・行政・企業との協働のもと、さまざまな支援を行い、市民社会の確立と魅力ある地民・行政・企業との協働のもと、さまざまな支援を行い、市民社会の確立と魅力ある地民・行政・企業との協働のもと、さまざまな支援を行い、市民社会の確立と魅力ある地民・行政・企業との協働のもと、さまざまな支援を行い、市民社会の確立と魅力ある地

域社会の創造に寄与することを目的とする。域社会の創造に寄与することを目的とする。域社会の創造に寄与することを目的とする。域社会の創造に寄与することを目的とする。 

（特定非営利活動の種類）（特定非営利活動の種類）（特定非営利活動の種類）（特定非営利活動の種類） 

第４条第４条第４条第４条    この法人は前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第２条別表この法人は前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第２条別表この法人は前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第２条別表この法人は前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第２条別表第第第第３３３３号号号号

の掲げる「まちづくりの推進を図る活動」およびの掲げる「まちづくりの推進を図る活動」およびの掲げる「まちづくりの推進を図る活動」およびの掲げる「まちづくりの推進を図る活動」および第第第第１２１２１２１２号に掲げる「特定非営利活動を行号に掲げる「特定非営利活動を行号に掲げる「特定非営利活動を行号に掲げる「特定非営利活動を行

う団体の運営またはう団体の運営またはう団体の運営またはう団体の運営または活動に関する連絡、助言、援助の活動」を行う。活動に関する連絡、助言、援助の活動」を行う。活動に関する連絡、助言、援助の活動」を行う。活動に関する連絡、助言、援助の活動」を行う。    

（事業）（事業）（事業）（事業）    

第５条第５条第５条第５条    この法人は、第３条の目的を達成するため、この法人は、第３条の目的を達成するため、この法人は、第３条の目的を達成するため、この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る特定非営利活動に係る特定非営利活動に係る特定非営利活動に係る次の事業を行う。次の事業を行う。次の事業を行う。次の事業を行う。    

①①①①    市民活動を行う個人および団体の運営・活動に関する連絡、相談、啓発、支援を行う市民活動を行う個人および団体の運営・活動に関する連絡、相談、啓発、支援を行う市民活動を行う個人および団体の運営・活動に関する連絡、相談、啓発、支援を行う市民活動を行う個人および団体の運営・活動に関する連絡、相談、啓発、支援を行う

こと。こと。こと。こと。    

②②②②    市民活動に関する人材育成を行うこと。市民活動に関する人材育成を行うこと。市民活動に関する人材育成を行うこと。市民活動に関する人材育成を行うこと。    

③③③③    市民活動に関する情報を収集し、提供すること。市民活動に関する情報を収集し、提供すること。市民活動に関する情報を収集し、提供すること。市民活動に関する情報を収集し、提供すること。    

④④④④    市民活動の促進に関して調査研究、政策提言を行うこと。市民活動の促進に関して調査研究、政策提言を行うこと。市民活動の促進に関して調査研究、政策提言を行うこと。市民活動の促進に関して調査研究、政策提言を行うこと。    

⑤⑤⑤⑤    市民活動を促進するための社会的な環境の整備をすること。市民活動を促進するための社会的な環境の整備をすること。市民活動を促進するための社会的な環境の整備をすること。市民活動を促進するための社会的な環境の整備をすること。    

⑥⑥⑥⑥    市民活動センターの管理運営を行うこと。市民活動センターの管理運営を行うこと。市民活動センターの管理運営を行うこと。市民活動センターの管理運営を行うこと。    

⑦⑦⑦⑦    前各号に掲げるもののほか前各号に掲げるもののほか前各号に掲げるもののほか前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため、必要な事項。、前条の目的を達成するため、必要な事項。、前条の目的を達成するため、必要な事項。、前条の目的を達成するため、必要な事項。    

第２章第２章第２章第２章    会員会員会員会員    

（種別）（種別）（種別）（種別）    

第６条第６条第６条第６条    この法人の会員は、次の２種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社この法人の会員は、次の２種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社この法人の会員は、次の２種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社この法人の会員は、次の２種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社

員とする。員とする。員とする。員とする。    

(1) (1) (1) (1) 正会員正会員正会員正会員        この法人の目的に賛同して入会した個人または団体この法人の目的に賛同して入会した個人または団体この法人の目的に賛同して入会した個人または団体この法人の目的に賛同して入会した個人または団体    

(2) (2) (2) (2) 賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員    この法人の事業に賛助するために入会した個人または団体この法人の事業に賛助するために入会した個人または団体この法人の事業に賛助するために入会した個人または団体この法人の事業に賛助するために入会した個人または団体 

（入会）（入会）（入会）（入会）    

第７条第７条第７条第７条    この法人の正会員および賛助会員として入会しようとする者は、理事会が定める入この法人の正会員および賛助会員として入会しようとする者は、理事会が定める入この法人の正会員および賛助会員として入会しようとする者は、理事会が定める入この法人の正会員および賛助会員として入会しようとする者は、理事会が定める入

会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 

２２２２    理事長は、前項の入会申込書の提出があったときは、正当な理事長は、前項の入会申込書の提出があったときは、正当な理事長は、前項の入会申込書の提出があったときは、正当な理事長は、前項の入会申込書の提出があったときは、正当な理由がない限り認めなけれ理由がない限り認めなけれ理由がない限り認めなけれ理由がない限り認めなけれ

ばならない。この場合において、入会を認めないときは、理由を付した書面で本人に通知ばならない。この場合において、入会を認めないときは、理由を付した書面で本人に通知ばならない。この場合において、入会を認めないときは、理由を付した書面で本人に通知ばならない。この場合において、入会を認めないときは、理由を付した書面で本人に通知
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しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。    

（会費）（会費）（会費）（会費）    

第８条第８条第８条第８条    会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。    

（退会）（退会）（退会）（退会）    

第９条第９条第９条第９条    会員は、退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。会員は、退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。会員は、退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。会員は、退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。    

２２２２    会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。    

(1) (1) (1) (1) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。    

(2) (2) (2) (2) 会費を１年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会で支払会費を１年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会で支払会費を１年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会で支払会費を１年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会で支払

いの意思がないの意思がないの意思がないの意思がないと認定したとき。いと認定したとき。いと認定したとき。いと認定したとき。    

(3) (3) (3) (3) 次条の規定により、除名されたとき。次条の規定により、除名されたとき。次条の規定により、除名されたとき。次条の規定により、除名されたとき。    

（除名）（除名）（除名）（除名）    

第１０条第１０条第１０条第１０条    会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の３会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の３会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の３会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の３

分の２以上の議決により除名することができる。この場合において、当該会員に対して議分の２以上の議決により除名することができる。この場合において、当該会員に対して議分の２以上の議決により除名することができる。この場合において、当該会員に対して議分の２以上の議決により除名することができる。この場合において、当該会員に対して議

決前に弁明の決前に弁明の決前に弁明の決前に弁明の機機機機会を与会を与会を与会を与ええええなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

(1) (1) (1) (1) この定款または規則にこの定款または規則にこの定款または規則にこの定款または規則に違反違反違反違反したとき。したとき。したとき。したとき。    

(2) (2) (2) (2) この法人の名この法人の名この法人の名この法人の名誉誉誉誉をををを傷つ傷つ傷つ傷つけ、または目的にけ、または目的にけ、または目的にけ、または目的に反反反反する行する行する行する行為為為為をしたとき。をしたとき。をしたとき。をしたとき。    

（（（（拠拠拠拠出出出出金品金品金品金品のののの不返還不返還不返還不返還））））    

第１１条第１１条第１１条第１１条    会員が納入した会費および会員が納入した会費および会員が納入した会費および会員が納入した会費およびそそそそのののの他他他他のののの拠拠拠拠出された出された出された出された金品金品金品金品は、は、は、は、そそそその理由を問の理由を問の理由を問の理由を問わわわわずずずず返還返還返還返還しししし

ない。ない。ない。ない。    

第３章第３章第３章第３章    役役役役員員員員    

（種類および定（種類および定（種類および定（種類および定数数数数））））    

第１２条第１２条第１２条第１２条    この法人に次の役員を置く。この法人に次の役員を置く。この法人に次の役員を置く。この法人に次の役員を置く。    

(1) (1) (1) (1) 理事理事理事理事    ３人以上２０人以内３人以上２０人以内３人以上２０人以内３人以上２０人以内    

(2) (2) (2) (2) 監監監監事事事事    １人以上３人以内１人以上３人以内１人以上３人以内１人以上３人以内    

２２２２    理事のうち、１人を理事長とする。理事のうち、１人を理事長とする。理事のうち、１人を理事長とする。理事のうち、１人を理事長とする。    

３３３３    理事のうち、２人以内を理事のうち、２人以内を理事のうち、２人以内を理事のうち、２人以内を副副副副理事長、１人を理事長、１人を理事長、１人を理事長、１人を専専専専務理事、３人以内を務理事、３人以内を務理事、３人以内を務理事、３人以内を常常常常務理事とすることが務理事とすることが務理事とすることが務理事とすることが

できる。できる。できる。できる。    

（（（（選選選選任）任）任）任）    

第１３条第１３条第１３条第１３条    理事および理事および理事および理事および監監監監事は、正会員、賛助会員および事は、正会員、賛助会員および事は、正会員、賛助会員および事は、正会員、賛助会員および学識経験学識経験学識経験学識経験をををを有有有有する者のうちから総会する者のうちから総会する者のうちから総会する者のうちから総会

でででで選選選選任する。任する。任する。任する。    

２２２２    理事長、理事長、理事長、理事長、副副副副理事長、理事長、理事長、理事長、専専専専務理事および務理事および務理事および務理事および常常常常務理事は、理事の務理事は、理事の務理事は、理事の務理事は、理事の互選互選互選互選で定める。で定める。で定める。で定める。    

３３３３    役員のうちには、役員のうちには、役員のうちには、役員のうちには、そそそそれれれれぞぞぞぞれの役員にれの役員にれの役員にれの役員につつつついて、いて、いて、いて、そそそそのののの配偶配偶配偶配偶者者者者若若若若しくは３しくは３しくは３しくは３親親親親等以内の等以内の等以内の等以内の親族親族親族親族が１が１が１が１

人を人を人を人を超え超え超え超えてててて含含含含まれ、または当該役員まれ、または当該役員まれ、または当該役員まれ、または当該役員並並並並びにびにびにびにそそそそのののの配偶配偶配偶配偶者および３者および３者および３者および３親親親親等以内の等以内の等以内の等以内の親族親族親族親族が役員総が役員総が役員総が役員総数数数数

の３分の１をの３分の１をの３分の１をの３分の１を超え超え超え超えてててて含含含含まれることになってはならない。まれることになってはならない。まれることになってはならない。まれることになってはならない。    

４４４４    監監監監事は、理事またはこの法人の事は、理事またはこの法人の事は、理事またはこの法人の事は、理事またはこの法人の職職職職員を員を員を員を兼ね兼ね兼ね兼ねてはならない。てはならない。てはならない。てはならない。    

５５５５    総会が総会が総会が総会が招招招招集されるまでの間において、集されるまでの間において、集されるまでの間において、集されるまでの間において、補欠補欠補欠補欠のためのためのためのため理事理事理事理事をををを緊急緊急緊急緊急にににに選選選選任する必要があるとき任する必要があるとき任する必要があるとき任する必要があるとき

は、前項の規定にかかは、前項の規定にかかは、前項の規定にかかは、前項の規定にかかわわわわらず、理事会の議決をらず、理事会の議決をらず、理事会の議決をらず、理事会の議決を得得得得て、これを行うことができる。この場合て、これを行うことができる。この場合て、これを行うことができる。この場合て、これを行うことができる。この場合

においては、においては、においては、においては、そそそその理事会の理事会の理事会の理事会開開開開催催催催後最初後最初後最初後最初にににに開開開開催する総会において承認を受けなければならない。催する総会において承認を受けなければならない。催する総会において承認を受けなければならない。催する総会において承認を受けなければならない。        

（（（（職職職職務）務）務）務）    

第１４条第１４条第１４条第１４条    理事長は、この法人を理事長は、この法人を理事長は、この法人を理事長は、この法人を代代代代表し、表し、表し、表し、そそそその業務をの業務をの業務をの業務を統括統括統括統括する。する。する。する。    

２２２２    副副副副理事長は、理事長を理事長は、理事長を理事長は、理事長を理事長は、理事長を補佐補佐補佐補佐し、理事長に事し、理事長に事し、理事長に事し、理事長に事故故故故があるときまたは理事長ががあるときまたは理事長ががあるときまたは理事長ががあるときまたは理事長が欠欠欠欠けたときは、けたときは、けたときは、けたときは、

あらかじめ理事会で定めるあらかじめ理事会で定めるあらかじめ理事会で定めるあらかじめ理事会で定める順序順序順序順序により、により、により、により、そそそそのののの職職職職務を務を務を務を代代代代行する。行する。行する。行する。 

３３３３    専専専専務理事は、理事長および務理事は、理事長および務理事は、理事長および務理事は、理事長および副副副副理事長を理事長を理事長を理事長を補佐補佐補佐補佐して、して、して、して、日常日常日常日常の業務を総の業務を総の業務を総の業務を総括処括処括処括処理する。理する。理する。理する。    

４４４４    常常常常務理事は、理事会の定めるとこ務理事は、理事会の定めるとこ務理事は、理事会の定めるとこ務理事は、理事会の定めるところろろろにより、により、により、により、日常日常日常日常の業務を分の業務を分の業務を分の業務を分担処担処担処担処理する。理する。理する。理する。    

５５５５    理事長および理事長および理事長および理事長および副副副副理事長理事長理事長理事長ともともともともに事に事に事に事故故故故があるときまたはがあるときまたはがあるときまたはがあるときまたは欠欠欠欠けたときは、けたときは、けたときは、けたときは、専専専専務理事・務理事・務理事・務理事・常常常常務理事務理事務理事務理事

のののの順序順序順序順序によって、によって、によって、によって、そそそそのののの職職職職務を務を務を務を代代代代行する。行する。行する。行する。 

６６６６    理事は、理事会を理事は、理事会を理事は、理事会を理事は、理事会を構構構構成し、法成し、法成し、法成し、法令令令令およびこの定款およびこの定款およびこの定款およびこの定款並並並並びに総会の議決にびに総会の議決にびに総会の議決にびに総会の議決に基基基基づき、この法人のづき、この法人のづき、この法人のづき、この法人の

業務を業務を業務を業務を執執執執行する。行する。行する。行する。    
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７７７７    監監監監事は、次に掲げる事は、次に掲げる事は、次に掲げる事は、次に掲げる職職職職務を行う。務を行う。務を行う。務を行う。    

(1) (1) (1) (1) 理事の業務理事の業務理事の業務理事の業務執執執執行の行の行の行の状況状況状況状況をををを監監監監査すること。査すること。査すること。査すること。    

(2) (2) (2) (2) この法人のこの法人のこの法人のこの法人の財財財財産の産の産の産の状況状況状況状況をををを監監監監査すること。査すること。査すること。査すること。    

(3) (3) (3) (3) 前２号の規定による前２号の規定による前２号の規定による前２号の規定による監監監監査の査の査の査の結果結果結果結果、この法人の業務または、この法人の業務または、この法人の業務または、この法人の業務または財財財財産に関し産に関し産に関し産に関し不不不不正の行正の行正の行正の行為為為為またはまたはまたはまたは

法法法法令若令若令若令若しくはこの定款にしくはこの定款にしくはこの定款にしくはこの定款に違反違反違反違反するするするする重重重重大な事大な事大な事大な事実実実実があることを発があることを発があることを発があることを発見見見見した場合には、総会またした場合には、総会またした場合には、総会またした場合には、総会また

は所は所は所は所轄庁轄庁轄庁轄庁に報告すること。に報告すること。に報告すること。に報告すること。    

((((4444) ) ) ) 前号の報告をするため必要があるときは、総会を前号の報告をするため必要があるときは、総会を前号の報告をするため必要があるときは、総会を前号の報告をするため必要があるときは、総会を招招招招集すること。集すること。集すること。集すること。    

((((5555) ) ) ) 理事の業務理事の業務理事の業務理事の業務執執執執行の行の行の行の状況状況状況状況またはこの法人のまたはこの法人のまたはこの法人のまたはこの法人の財財財財産の産の産の産の状況状況状況状況ににににつつつついて理事会または総会に出いて理事会または総会に出いて理事会または総会に出いて理事会または総会に出

席し、意席し、意席し、意席し、意見見見見をををを述べ述べ述べ述べること。ること。ること。ること。    

（任期）（任期）（任期）（任期）    

第１５条第１５条第１５条第１５条    役員役員役員役員の任期は、２年とする。たの任期は、２年とする。たの任期は、２年とする。たの任期は、２年とする。ただだだだし、し、し、し、補欠補欠補欠補欠およびおよびおよびおよび増増増増員により員により員により員により選選選選任された役員の任任された役員の任任された役員の任任された役員の任

期は、前任者および期は、前任者および期は、前任者および期は、前任者および現現現現任者の任者の任者の任者の残残残残任期間とする。任期間とする。任期間とする。任期間とする。    

２２２２    役員は、役員は、役員は、役員は、再再再再任されることができる。任されることができる。任されることができる。任されることができる。    

３３３３    役員は、役員は、役員は、役員は、そそそその任期がの任期がの任期がの任期が満了満了満了満了したしたしたした後後後後でもでもでもでも後後後後任者が任者が任者が任者が就就就就任するまでは、なお任するまでは、なお任するまでは、なお任するまでは、なおそそそそのののの職職職職務を行務を行務を行務を行わわわわなけなけなけなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

４４４４    やむやむやむやむををををええええない理由でない理由でない理由でない理由で辞辞辞辞任する場合、理事会の議決により任する場合、理事会の議決により任する場合、理事会の議決により任する場合、理事会の議決により辞辞辞辞任することができる。任することができる。任することができる。任することができる。    

（（（（欠欠欠欠員員員員補充補充補充補充））））    

第１６条第１６条第１６条第１６条    理事または理事または理事または理事または監監監監事のうち、事のうち、事のうち、事のうち、そそそその定の定の定の定数数数数の３分の１をの３分の１をの３分の１をの３分の１を超え超え超え超える者がる者がる者がる者が欠欠欠欠けたときは、けたときは、けたときは、けたときは、遅遅遅遅滞な滞な滞な滞な

くこれをくこれをくこれをくこれを補充補充補充補充しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。    

（解任）（解任）（解任）（解任）    

第１７条第１７条第１７条第１７条    役員が次の各号のいずれかに該当すると役員が次の各号のいずれかに該当すると役員が次の各号のいずれかに該当すると役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任すきは、総会の議決により、これを解任すきは、総会の議決により、これを解任すきは、総会の議決により、これを解任す

ることができる。たることができる。たることができる。たることができる。ただだだだし、総会において当該役員に対し、議決前に弁明のし、総会において当該役員に対し、議決前に弁明のし、総会において当該役員に対し、議決前に弁明のし、総会において当該役員に対し、議決前に弁明の機機機機会を与会を与会を与会を与ええええなけなけなけなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

(1) (1) (1) (1) 心身心身心身心身のののの故障故障故障故障のため、のため、のため、のため、職職職職務の務の務の務の執執執執行に行に行に行に堪え堪え堪え堪えられないと認められるとき。られないと認められるとき。られないと認められるとき。られないと認められるとき。    

(2) (2) (2) (2) 職職職職務上の務上の務上の務上の義義義義務務務務違反そ違反そ違反そ違反そのののの他他他他役員として役員として役員として役員としてふふふふささささわわわわしくない行しくない行しくない行しくない行為為為為があったとき。があったとき。があったとき。があったとき。    

（報（報（報（報酬酬酬酬および費および費および費および費用用用用弁弁弁弁償償償償））））    

第１８条第１８条第１８条第１８条    役員には、役員には、役員には、役員には、そそそその総の総の総の総数数数数の３分の１以の３分の１以の３分の１以の３分の１以下下下下のののの範囲範囲範囲範囲内で報内で報内で報内で報酬酬酬酬を支を支を支を支給給給給することができる。することができる。することができる。することができる。    

２２２２    役員には、役員には、役員には、役員には、そそそそのののの職職職職務を務を務を務を執執執執行するために要した費行するために要した費行するために要した費行するために要した費用用用用を弁を弁を弁を弁償償償償することができる。することができる。することができる。することができる。    

３３３３    報報報報酬酬酬酬および費および費および費および費用用用用弁弁弁弁償償償償に関して必要な事項は、理事会が定めに関して必要な事項は、理事会が定めに関して必要な事項は、理事会が定めに関して必要な事項は、理事会が定める。る。る。る。    

第４章第４章第４章第４章    総会総会総会総会    

（種別）（種別）（種別）（種別）    

第１９条第１９条第１９条第１９条    この法人の総会は、通この法人の総会は、通この法人の総会は、通この法人の総会は、通常常常常総会および総会および総会および総会および臨時臨時臨時臨時総会の２種類とする。総会の２種類とする。総会の２種類とする。総会の２種類とする。    

（（（（構構構構成）成）成）成）    

第２０条第２０条第２０条第２０条    総会は、正会員をもって総会は、正会員をもって総会は、正会員をもって総会は、正会員をもって構構構構成する。成する。成する。成する。    

（（（（権能権能権能権能））））    

第２１条第２１条第２１条第２１条    総会は、次の事項に総会は、次の事項に総会は、次の事項に総会は、次の事項につつつついて議決する。いて議決する。いて議決する。いて議決する。    

(1) (1) (1) (1) 定款の変更定款の変更定款の変更定款の変更    

(2) (2) (2) (2) 解散解散解散解散    

(3) (3) (3) (3) 合合合合併併併併    

((((4444) ) ) ) 事業計事業計事業計事業計画画画画および収支および収支および収支および収支予算予算予算予算の決定の決定の決定の決定並並並並びにびにびにびにそそそその変更の変更の変更の変更    

((((5555) ) ) ) 事業報告および収支決事業報告および収支決事業報告および収支決事業報告および収支決算算算算の承認の承認の承認の承認    

((((6666) ) ) ) 役員の役員の役員の役員の選選選選任および解任任および解任任および解任任および解任    

((((7777) ) ) ) 会費の会費の会費の会費の額額額額    

((((8888) ) ) ) 前各号に掲げるもののほか運営に関する前各号に掲げるもののほか運営に関する前各号に掲げるもののほか運営に関する前各号に掲げるもののほか運営に関する重重重重要事項要事項要事項要事項    

（（（（開開開開催）催）催）催）    

第２２条第２２条第２２条第２２条    通通通通常常常常総会は、総会は、総会は、総会は、毎毎毎毎年１年１年１年１回開回開回開回開催する。催する。催する。催する。    

２２２２    臨時臨時臨時臨時総会総会総会総会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に開開開開催する。催する。催する。催する。    

(1) (1) (1) (1) 理事会が必要と認めたとき。理事会が必要と認めたとき。理事会が必要と認めたとき。理事会が必要と認めたとき。    
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(2) (2) (2) (2) 正会員の５分の１以上から会議の目的を正会員の５分の１以上から会議の目的を正会員の５分の１以上から会議の目的を正会員の５分の１以上から会議の目的を記載記載記載記載した書面でした書面でした書面でした書面で開開開開催の催の催の催の請求請求請求請求があったとき。があったとき。があったとき。があったとき。    

(3) (3) (3) (3) 監監監監事が第１４条第７項第４号の規定により事が第１４条第７項第４号の規定により事が第１４条第７項第４号の規定により事が第１４条第７項第４号の規定により招招招招集したとき。集したとき。集したとき。集したとき。    

（（（（招招招招集）集）集）集）    

第２３条第２３条第２３条第２３条    総会は、理事長が総会は、理事長が総会は、理事長が総会は、理事長が招招招招集する。た集する。た集する。た集する。ただだだだし、前条第２項第３号の規定による場合は、し、前条第２項第３号の規定による場合は、し、前条第２項第３号の規定による場合は、し、前条第２項第３号の規定による場合は、監監監監

事が事が事が事が招招招招集する。集する。集する。集する。    

２２２２    理事長は、前条第２項第１号および第２号の規定による理事長は、前条第２項第１号および第２号の規定による理事長は、前条第２項第１号および第２号の規定による理事長は、前条第２項第１号および第２号の規定による請求請求請求請求があったときは、があったときは、があったときは、があったときは、そそそそのののの日日日日かかかか

ら３０ら３０ら３０ら３０日日日日以内に以内に以内に以内に臨時臨時臨時臨時総会を総会を総会を総会を開開開開かなければならない。かなければならない。かなければならない。かなければならない。    

３３３３    総会を総会を総会を総会を招招招招集するときは、会議の集するときは、会議の集するときは、会議の集するときは、会議の日時日時日時日時、場所、場所、場所、場所および議決事項をおよび議決事項をおよび議決事項をおよび議決事項を記載記載記載記載した書面をもって、した書面をもって、した書面をもって、した書面をもって、少少少少

なくとも７なくとも７なくとも７なくとも７日日日日前までに通知しなければならない。前までに通知しなければならない。前までに通知しなければならない。前までに通知しなければならない。    

（議長）（議長）（議長）（議長）    

第２４条第２４条第２４条第２４条    総会の議長は、総会において出席した正会員のうちから総会の議長は、総会において出席した正会員のうちから総会の議長は、総会において出席した正会員のうちから総会の議長は、総会において出席した正会員のうちから選選選選出する。出する。出する。出する。    

（定（定（定（定足数足数足数足数））））    

第２５条第２５条第２５条第２５条    総会は、正会員の総会は、正会員の総会は、正会員の総会は、正会員の過半数過半数過半数過半数の出席がなければの出席がなければの出席がなければの出席がなければ開開開開会することができない。会することができない。会することができない。会することができない。    

（議決）（議決）（議決）（議決）    

第２６条第２６条第２６条第２６条    総会における議決事項は、第２３条第３項の規定によってあらかじめ通知した事総会における議決事項は、第２３条第３項の規定によってあらかじめ通知した事総会における議決事項は、第２３条第３項の規定によってあらかじめ通知した事総会における議決事項は、第２３条第３項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。項とする。項とする。項とする。たたたただだだだしししし、議事が、議事が、議事が、議事が緊急緊急緊急緊急を要するもので、出席した正会員のを要するもので、出席した正会員のを要するもので、出席した正会員のを要するもので、出席した正会員の過半数過半数過半数過半数の同意があったの同意があったの同意があったの同意があった

場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。    

２２２２    総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席した総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席した総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席した総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の正会員の正会員の正会員の過半数過半数過半数過半数をもって決をもって決をもって決をもって決

し、し、し、し、可否可否可否可否同同同同数数数数のときは、議長の決するとこのときは、議長の決するとこのときは、議長の決するとこのときは、議長の決するところろろろによる。による。による。による。    

３３３３    総会の議決に総会の議決に総会の議決に総会の議決につつつついて、特別の利いて、特別の利いて、特別の利いて、特別の利害害害害関係を関係を関係を関係を有有有有する正会員は、する正会員は、する正会員は、する正会員は、そそそその議決にの議決にの議決にの議決に加わ加わ加わ加わることができることができることができることができ

ない。ない。ない。ない。    

（書面表決等）（書面表決等）（書面表決等）（書面表決等）    

第２７条第２７条第２７条第２７条    やむやむやむやむをををを得得得得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもってない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもってない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもってない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって

表決し、または表決し、または表決し、または表決し、または他他他他の正会員をの正会員をの正会員をの正会員を代代代代理人として表決を理人として表決を理人として表決を理人として表決を委委委委任することができる。任することができる。任することができる。任することができる。    

２２２２    会議に出席できない正会員が前項の会議に出席できない正会員が前項の会議に出席できない正会員が前項の会議に出席できない正会員が前項の代代代代理人に表決を理人に表決を理人に表決を理人に表決を委委委委任するときは、任するときは、任するときは、任するときは、そそそそのののの旨旨旨旨をををを証証証証する書する書する書する書

面を議長に提出しなければならない。面を議長に提出しなければならない。面を議長に提出しなければならない。面を議長に提出しなければならない。    

３３３３    第１項の場合における前２条の規定の第１項の場合における前２条の規定の第１項の場合における前２条の規定の第１項の場合における前２条の規定の適用適用適用適用ににににつつつついては、いては、いては、いては、そそそその正会員の正会員の正会員の正会員は総会に出席したもは総会に出席したもは総会に出席したもは総会に出席したも

のとみなす。のとみなす。のとみなす。のとみなす。    

（議事（議事（議事（議事録録録録））））    

第２８条第２８条第２８条第２８条    総会の議事に総会の議事に総会の議事に総会の議事につつつついては、次の事項をいては、次の事項をいては、次の事項をいては、次の事項を記載記載記載記載した議事した議事した議事した議事録録録録をををを作作作作成し、これを成し、これを成し、これを成し、これを保存保存保存保存しなけしなけしなけしなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。    

(1) (1) (1) (1) 会議の会議の会議の会議の日時日時日時日時および場所および場所および場所および場所    

(2) (2) (2) (2) 正会員の正会員の正会員の正会員の現在数現在数現在数現在数    

(3) (3) (3) (3) 会議に出席した正会員の会議に出席した正会員の会議に出席した正会員の会議に出席した正会員の数数数数、会議において書面により表決した者および正会員に表決、会議において書面により表決した者および正会員に表決、会議において書面により表決した者および正会員に表決、会議において書面により表決した者および正会員に表決

をををを委委委委任した者の任した者の任した者の任した者の数数数数    

((((4444) ) ) ) 審審審審議事項議事項議事項議事項    

((((5555) ) ) ) 議事の議事の議事の議事の経過経過経過経過のののの概概概概要および議決の要および議決の要および議決の要および議決の結果結果結果結果    

((((6666) ) ) ) 議事議事議事議事録署録署録署録署名人の名人の名人の名人の選選選選任に関する事項任に関する事項任に関する事項任に関する事項    

２２２２    議事議事議事議事録録録録には、には、には、には、そそそその会議において出席した正会員のうちからの会議において出席した正会員のうちからの会議において出席した正会員のうちからの会議において出席した正会員のうちから選選選選任された議事任された議事任された議事任された議事録署録署録署録署名人２名名人２名名人２名名人２名

以上が議長とともに、以上が議長とともに、以上が議長とともに、以上が議長とともに、署署署署名名名名押印押印押印押印しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。    

第５章第５章第５章第５章    理事会理事会理事会理事会    

（（（（構構構構成）成）成）成）    

第２９条第２９条第２９条第２９条    理事会は、理事をもって理事会は、理事をもって理事会は、理事をもって理事会は、理事をもって構構構構成する。成する。成する。成する。    

２２２２    監監監監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見見見見をををを述べ述べ述べ述べることができる。ることができる。ることができる。ることができる。    

（（（（権能権能権能権能））））    

第３０条第３０条第３０条第３０条    理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。    

(1) (1) (1) (1) 総会に付議する総会に付議する総会に付議する総会に付議するべべべべき事項き事項き事項き事項    

(2) (2) (2) (2) 総会の議決した事項の総会の議決した事項の総会の議決した事項の総会の議決した事項の執執執執行に関する事項行に関する事項行に関する事項行に関する事項    
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((((3333))))    長期長期長期長期借借借借入入入入金そ金そ金そ金そのののの他新他新他新他新たなたなたなたな義義義義務の務の務の務の負担負担負担負担およびおよびおよびおよび権権権権利の利の利の利の放棄放棄放棄放棄    

((((4444) ) ) ) 前３前３前３前３号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない業務の号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない業務の号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない業務の号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない業務の執執執執行に関する事項行に関する事項行に関する事項行に関する事項    

（（（（開開開開催）催）催）催）    

第３１条第３１条第３１条第３１条    理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開開開開催する。催する。催する。催する。    

(1) (1) (1) (1) 理事長が必要と認めたとき。理事長が必要と認めたとき。理事長が必要と認めたとき。理事長が必要と認めたとき。    

(2) (2) (2) (2) 理事総理事総理事総理事総数数数数の３分の１以上の理事から会議の目的をの３分の１以上の理事から会議の目的をの３分の１以上の理事から会議の目的をの３分の１以上の理事から会議の目的を記載記載記載記載した書面によってした書面によってした書面によってした書面によって開開開開催の催の催の催の請求請求請求請求

があったとき。があったとき。があったとき。があったとき。    

(3) (3) (3) (3) 監監監監事１人以上から会議の目的を事１人以上から会議の目的を事１人以上から会議の目的を事１人以上から会議の目的を記載記載記載記載した書面によってした書面によってした書面によってした書面によって開開開開催の催の催の催の請求請求請求請求があったとき。があったとき。があったとき。があったとき。    

（（（（招招招招集）集）集）集）    

第３２条第３２条第３２条第３２条    理事会は、理事長が理事会は、理事長が理事会は、理事長が理事会は、理事長が招招招招集する。集する。集する。集する。    

２２２２    理事長は、前条第２号または第３号の規定による理事長は、前条第２号または第３号の規定による理事長は、前条第２号または第３号の規定による理事長は、前条第２号または第３号の規定による請求請求請求請求があったときは、があったときは、があったときは、があったときは、そそそそのののの日日日日から１４から１４から１４から１４

日日日日以内に理事会を以内に理事会を以内に理事会を以内に理事会を招招招招集し集し集し集しなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

３３３３    理事会を理事会を理事会を理事会を招招招招集するときは、会議の集するときは、会議の集するときは、会議の集するときは、会議の日時日時日時日時、場所、目的および議決事項を、場所、目的および議決事項を、場所、目的および議決事項を、場所、目的および議決事項を記載記載記載記載した書面をもした書面をもした書面をもした書面をも

って、って、って、って、少少少少なくとも５なくとも５なくとも５なくとも５日日日日前までに理事および前までに理事および前までに理事および前までに理事および監監監監事に通知しなければならない。事に通知しなければならない。事に通知しなければならない。事に通知しなければならない。    

（議長）（議長）（議長）（議長）    

第３３条第３３条第３３条第３３条    理事会の議長は、理事長をもって理事会の議長は、理事長をもって理事会の議長は、理事長をもって理事会の議長は、理事長をもって充充充充てる。たてる。たてる。たてる。ただだだだし、第３１条第２号の理事のし、第３１条第２号の理事のし、第３１条第２号の理事のし、第３１条第２号の理事の請求請求請求請求

または同条第３号のまたは同条第３号のまたは同条第３号のまたは同条第３号の監監監監事の事の事の事の請求請求請求請求によりによりによりにより招招招招集された理事会の議長は、出席理事の集された理事会の議長は、出席理事の集された理事会の議長は、出席理事の集された理事会の議長は、出席理事の互選互選互選互選で定めで定めで定めで定め

る。る。る。る。    

（定（定（定（定足数足数足数足数））））    

第３４条第３４条第３４条第３４条    理事会は、理事の理事会は、理事の理事会は、理事の理事会は、理事の過半数過半数過半数過半数の出席がなければの出席がなければの出席がなければの出席がなければ開開開開催することができない。催することができない。催することができない。催することができない。    

（議決等）（議決等）（議決等）（議決等）    

第３５条第３５条第３５条第３５条    理事会における議決事項は、第３２条第３項の規定によって理事会における議決事項は、第３２条第３項の規定によって理事会における議決事項は、第３２条第３項の規定によって理事会における議決事項は、第３２条第３項の規定によってあらかじめ通知したあらかじめ通知したあらかじめ通知したあらかじめ通知した

事項とする。事項とする。事項とする。事項とする。たたたただだだだしししし、議事が、議事が、議事が、議事が緊急緊急緊急緊急を要するもので、出席した理事のを要するもので、出席した理事のを要するもので、出席した理事のを要するもので、出席した理事の過半数過半数過半数過半数の同意があったの同意があったの同意があったの同意があった

場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。    

２２２２    理事会の議決事項は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の理事会の議決事項は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の理事会の議決事項は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の理事会の議決事項は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数過半数過半数過半数をもって決をもって決をもって決をもって決

し、し、し、し、可否可否可否可否同同同同数数数数のときは、議長の決するとこのときは、議長の決するとこのときは、議長の決するとこのときは、議長の決するところろろろによる。による。による。による。    

３３３３    理事会の議決事項に理事会の議決事項に理事会の議決事項に理事会の議決事項につつつついて、特別の利いて、特別の利いて、特別の利いて、特別の利害害害害関係を関係を関係を関係を有有有有する理事は、する理事は、する理事は、する理事は、そそそその議決にの議決にの議決にの議決に加わ加わ加わ加わることがることがることがることが

できない。できない。できない。できない。    

（書面表決等）（書面表決等）（書面表決等）（書面表決等）    

第３６条第３６条第３６条第３６条    やむやむやむやむをををを得得得得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもってない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもってない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもってない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって

表決し、または表決し、または表決し、または表決し、または他他他他の理事をの理事をの理事をの理事を代代代代理人として表決を理人として表決を理人として表決を理人として表決を委委委委任することができる任することができる任することができる任することができる。。。。    

２２２２    会議に出席できない理事が前項の会議に出席できない理事が前項の会議に出席できない理事が前項の会議に出席できない理事が前項の代代代代理人に表決を理人に表決を理人に表決を理人に表決を委委委委任するときは、任するときは、任するときは、任するときは、そそそそのののの旨旨旨旨をををを証証証証する書面する書面する書面する書面

を議長に提出しなければならない。を議長に提出しなければならない。を議長に提出しなければならない。を議長に提出しなければならない。    

３３３３    第１項の場合における前２条の規定の第１項の場合における前２条の規定の第１項の場合における前２条の規定の第１項の場合における前２条の規定の適用適用適用適用ににににつつつついては、いては、いては、いては、そそそその理事は理事会に出席したもの理事は理事会に出席したもの理事は理事会に出席したもの理事は理事会に出席したも

のとみなす。のとみなす。のとみなす。のとみなす。    

（議事（議事（議事（議事録録録録））））    

第３７条第３７条第３７条第３７条    理事会の議事に理事会の議事に理事会の議事に理事会の議事につつつついては、次の事項をいては、次の事項をいては、次の事項をいては、次の事項を記載記載記載記載した議事した議事した議事した議事録録録録をををを作作作作成し、これを成し、これを成し、これを成し、これを保存保存保存保存しなしなしなしな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。    

(1) (1) (1) (1) 会議の会議の会議の会議の日時日時日時日時および場所および場所および場所および場所    

(2) (2) (2) (2) 理事の理事の理事の理事の現在数現在数現在数現在数    

(3) (3) (3) (3) 会議に出席した理事の会議に出席した理事の会議に出席した理事の会議に出席した理事の数数数数、会議において書面により表決した者および理事に表決を、会議において書面により表決した者および理事に表決を、会議において書面により表決した者および理事に表決を、会議において書面により表決した者および理事に表決を委委委委

任した者の任した者の任した者の任した者の数数数数    

((((4444) ) ) ) 審審審審議事項議事項議事項議事項    

((((5555) ) ) ) 議事の議事の議事の議事の経経経経過過過過のののの概概概概要および議決の要および議決の要および議決の要および議決の結果結果結果結果    

((((6666) ) ) ) 議事議事議事議事録署録署録署録署名人の名人の名人の名人の選選選選任に関する事項任に関する事項任に関する事項任に関する事項    

２２２２    議事議事議事議事録録録録には、には、には、には、そそそその会議において出席した理事のうちからの会議において出席した理事のうちからの会議において出席した理事のうちからの会議において出席した理事のうちから選選選選任された議事任された議事任された議事任された議事録署録署録署録署名人２名以名人２名以名人２名以名人２名以

上が議長とともに、上が議長とともに、上が議長とともに、上が議長とともに、署署署署名名名名押印押印押印押印しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。    
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第６章第６章第６章第６章    資産および会計資産および会計資産および会計資産および会計    

（資産の（資産の（資産の（資産の構構構構成）成）成）成）    

第３８条第３８条第３８条第３８条    この法人の資産は、次のものをもってこの法人の資産は、次のものをもってこの法人の資産は、次のものをもってこの法人の資産は、次のものをもって構構構構成する。成する。成する。成する。    

(1) (1) (1) (1) 設設設設立当立当立当立当初初初初のののの財財財財産目産目産目産目録録録録にににに記載記載記載記載されたされたされたされた財財財財産産産産    

(2)(2)(2)(2)    会費会費会費会費    

(3) (3) (3) (3) 寄附寄附寄附寄附金品金品金品金品    

((((4444) ) ) ) 財財財財産から産から産から産から生生生生じる収入じる収入じる収入じる収入    

((((5555) ) ) ) 事業に事業に事業に事業に伴伴伴伴う収入う収入う収入う収入    

((((6666) ) ) ) そそそそのののの他他他他の収入の収入の収入の収入    

（資産の管理）（資産の管理）（資産の管理）（資産の管理）    

第３９条第３９条第３９条第３９条    この法人の資産は、理事長が管理し、この法人の資産は、理事長が管理し、この法人の資産は、理事長が管理し、この法人の資産は、理事長が管理し、そそそそのののの方方方方法法法法は、理事会の議決をは、理事会の議決をは、理事会の議決をは、理事会の議決を経経経経て理事長がて理事長がて理事長がて理事長が

別に定める。別に定める。別に定める。別に定める。    

（（（（経経経経費の支弁）費の支弁）費の支弁）費の支弁）    

第４０条第４０条第４０条第４０条    この法人のこの法人のこの法人のこの法人の経経経経費は、資産をもって支弁する。費は、資産をもって支弁する。費は、資産をもって支弁する。費は、資産をもって支弁する。    

（会計の（会計の（会計の（会計の原原原原則）則）則）則）    

第４１条第４１条第４１条第４１条    この法人の会計は、特定非営利活動促進法第２７条各号に掲げるこの法人の会計は、特定非営利活動促進法第２７条各号に掲げるこの法人の会計は、特定非営利活動促進法第２７条各号に掲げるこの法人の会計は、特定非営利活動促進法第２７条各号に掲げる原原原原則に則に則に則に従従従従って行って行って行って行

わわわわれなければならない。れなければならない。れなければならない。れなければならない。    

（会計（会計（会計（会計区区区区分）分）分）分）    

第４２条第４２条第４２条第４２条    この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。    

（事業計（事業計（事業計（事業計画画画画およびおよびおよびおよび予算予算予算予算））））    

第４３条第４３条第４３条第４３条    この法人の事業計この法人の事業計この法人の事業計この法人の事業計画画画画および収支および収支および収支および収支予算予算予算予算は、理事長がは、理事長がは、理事長がは、理事長が作作作作成し、総会の議決を成し、総会の議決を成し、総会の議決を成し、総会の議決を得得得得なけれなけれなけれなけれ

ばならない。これを変更するときも同ばならない。これを変更するときも同ばならない。これを変更するときも同ばならない。これを変更するときも同様様様様とする。とする。とする。とする。    

（長期（長期（長期（長期借借借借入入入入金金金金））））    

第４４条第４４条第４４条第４４条    この法人が長期のこの法人が長期のこの法人が長期のこの法人が長期の借借借借入入入入れをしようとするときは、理事会の議決をれをしようとするときは、理事会の議決をれをしようとするときは、理事会の議決をれをしようとするときは、理事会の議決を経経経経なければならなければならなければならなければなら

ない。ない。ない。ない。    

（（（（暫暫暫暫定定定定予算予算予算予算））））    

第４５第４５第４５第４５条条条条    理事長は、前条の規定にかか理事長は、前条の規定にかか理事長は、前条の規定にかか理事長は、前条の規定にかかわわわわらず、らず、らず、らず、やむやむやむやむをををを得得得得ない理由によりない理由によりない理由によりない理由により予算予算予算予算が成立しないが成立しないが成立しないが成立しない

ときは、理事会の議決をときは、理事会の議決をときは、理事会の議決をときは、理事会の議決を経経経経て、て、て、て、予算予算予算予算成立の成立の成立の成立の日日日日まで前事業年まで前事業年まで前事業年まで前事業年度度度度のののの予算予算予算予算にににに準準準準じ収入支出するこじ収入支出するこじ収入支出するこじ収入支出するこ

とができる。とができる。とができる。とができる。    

２２２２    前項の収入支出は、前項の収入支出は、前項の収入支出は、前項の収入支出は、新新新新たに成立したたに成立したたに成立したたに成立した予算予算予算予算にににに基基基基づく収入支出とみなす。づく収入支出とみなす。づく収入支出とみなす。づく収入支出とみなす。    

（（（（予予予予備費の備費の備費の備費の設設設設定および定および定および定および使用使用使用使用））））    

第４６第４６第４６第４６条条条条    予算予算予算予算のののの超過超過超過超過またはまたはまたはまたは予算外予算外予算外予算外の支出にの支出にの支出にの支出に充充充充てるため、てるため、てるため、てるため、予算中予算中予算中予算中にににに予予予予備費を備費を備費を備費を設設設設けることがでけることがでけることがでけることがで

きる。きる。きる。きる。    

２２２２    予予予予備費を備費を備費を備費を使用使用使用使用するときは、理事会の議決をするときは、理事会の議決をするときは、理事会の議決をするときは、理事会の議決を得得得得なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

（（（（予算予算予算予算のののの追加追加追加追加および更正）および更正）および更正）および更正）    

第４７第４７第４７第４７条条条条    予算作予算作予算作予算作成成成成後後後後ににににやむやむやむやむをををを得得得得ない事由がない事由がない事由がない事由が生生生生じたときは、理事会の議決をじたときは、理事会の議決をじたときは、理事会の議決をじたときは、理事会の議決を経経経経て、て、て、て、既既既既定定定定予算予算予算予算

のののの追加追加追加追加または更正をすることができる。または更正をすることができる。または更正をすることができる。または更正をすることができる。たたたただだだだしししし、、、、そそそその理事会の理事会の理事会の理事会開開開開催催催催後最初後最初後最初後最初にににに開開開開催する総会に催する総会に催する総会に催する総会に

おいて承認を受けなければならない。おいて承認を受けなければならない。おいて承認を受けなければならない。おいて承認を受けなければならない。    

（事業報告および決（事業報告および決（事業報告および決（事業報告および決算算算算））））    

第４８第４８第４８第４８条条条条    この法人の事業報告書、収支計この法人の事業報告書、収支計この法人の事業報告書、収支計この法人の事業報告書、収支計算算算算書、書、書、書、貸借貸借貸借貸借対対対対照照照照表および表および表および表および財財財財産目産目産目産目録録録録等の決等の決等の決等の決算算算算に関すに関すに関すに関す

る書類は、る書類は、る書類は、る書類は、毎毎毎毎事業年事業年事業年事業年度終了後度終了後度終了後度終了後、３、３、３、３ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月以内に理事長が以内に理事長が以内に理事長が以内に理事長が作作作作成し、成し、成し、成し、監監監監事の事の事の事の監監監監査を受け、総会の査を受け、総会の査を受け、総会の査を受け、総会の

議決を議決を議決を議決を経経経経なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

（（（（剰余金剰余金剰余金剰余金））））    

第４９第４９第４９第４９条条条条    決決決決算算算算上上上上剰余金剰余金剰余金剰余金をををを生生生生じたときは、次の事業年じたときは、次の事業年じたときは、次の事業年じたときは、次の事業年度度度度にににに繰繰繰繰りりりり越越越越すものとする。すものとする。すものとする。すものとする。    

（事業年（事業年（事業年（事業年度度度度））））    

第５０第５０第５０第５０条条条条    この法人の事業年この法人の事業年この法人の事業年この法人の事業年度度度度は、は、は、は、毎毎毎毎年４年４年４年４月月月月１１１１日日日日にににに始始始始まりまりまりまり翌翌翌翌年３年３年３年３月月月月３１３１３１３１日日日日にににに終わ終わ終わ終わる。る。る。る。    

第７章第７章第７章第７章    顧問等顧問等顧問等顧問等    

（顧問（顧問（顧問（顧問))))    
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第５１第５１第５１第５１条条条条    この法人に顧問を置くことができる。この法人に顧問を置くことができる。この法人に顧問を置くことができる。この法人に顧問を置くことができる。 

２２２２    顧問は、この法人の運営顧問は、この法人の運営顧問は、この法人の運営顧問は、この法人の運営そそそそのののの他他他他に関し、理事のに関し、理事のに関し、理事のに関し、理事の諮諮諮諮問に応じ、意問に応じ、意問に応じ、意問に応じ、意見見見見をををを述べ述べ述べ述べるものとする。るものとする。るものとする。るものとする。 

３３３３    顧問は、顧問は、顧問は、顧問は、学識経験学識経験学識経験学識経験のある者のうちから、理事会がのある者のうちから、理事会がのある者のうちから、理事会がのある者のうちから、理事会が委嘱委嘱委嘱委嘱する。する。する。する。 

４４４４    顧問の任期は、２年とする。顧問の任期は、２年とする。顧問の任期は、２年とする。顧問の任期は、２年とする。    

５５５５    そそそそのののの他他他他顧問に関して必要な事項は、理事会が定める。顧問に関して必要な事項は、理事会が定める。顧問に関して必要な事項は、理事会が定める。顧問に関して必要な事項は、理事会が定める。    

（（（（委委委委員会等）員会等）員会等）員会等） 

第５２第５２第５２第５２条条条条    この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決によりこの法人の運営上必要があるときは、理事会の議決によりこの法人の運営上必要があるときは、理事会の議決によりこの法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により委委委委員会等を置くことが員会等を置くことが員会等を置くことが員会等を置くことが

できる。できる。できる。できる。 

２２２２    委委委委員会等員会等員会等員会等のののの組織組織組織組織、、、、委委委委員の員の員の員の選選選選出出出出方方方方法法法法そそそそのののの他他他他の運営に関する必要な事項は、理事会が定める。の運営に関する必要な事項は、理事会が定める。の運営に関する必要な事項は、理事会が定める。の運営に関する必要な事項は、理事会が定める。    

第８章第８章第８章第８章    事務局事務局事務局事務局    

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）    

第５第５第５第５３３３３条条条条    この法人の事務をこの法人の事務をこの法人の事務をこの法人の事務を処処処処理さ理さ理さ理させせせせるため、事務局を置く。るため、事務局を置く。るため、事務局を置く。るため、事務局を置く。    

２２２２    事務局には、事務局長と所要の事務局には、事務局長と所要の事務局には、事務局長と所要の事務局には、事務局長と所要の職職職職員を置く。員を置く。員を置く。員を置く。    

３３３３    事務局長は、理事のうちから理事会で事務局長は、理事のうちから理事会で事務局長は、理事のうちから理事会で事務局長は、理事のうちから理事会で選選選選任する。任する。任する。任する。    

４４４４    事務局の事務局の事務局の事務局の職職職職員（事務局長を除く）は、事務局長の意員（事務局長を除く）は、事務局長の意員（事務局長を除く）は、事務局長の意員（事務局長を除く）は、事務局長の意見見見見をををを聴聴聴聴いて、理事長が任いて、理事長が任いて、理事長が任いて、理事長が任免免免免する。する。する。する。    

５５５５    事務局の事務局の事務局の事務局の組織組織組織組織および運営に関する事項は、理事会が定める。および運営に関する事項は、理事会が定める。および運営に関する事項は、理事会が定める。および運営に関する事項は、理事会が定める。 

（書類および（書類および（書類および（書類および帳簿帳簿帳簿帳簿の備の備の備の備ええええ置き）置き）置き）置き）    

第５４第５４第５４第５４条条条条    理事長は、次に掲げる書類を理事長は、次に掲げる書類を理事長は、次に掲げる書類を理事長は、次に掲げる書類を作作作作成し、成し、成し、成し、常常常常に事務所に備に事務所に備に事務所に備に事務所に備ええええ置かなければならない。置かなければならない。置かなければならない。置かなければならない。    

(1) (1) (1) (1) 前事業年前事業年前事業年前事業年度度度度の事業報告書、の事業報告書、の事業報告書、の事業報告書、財財財財産目産目産目産目録録録録、、、、貸借貸借貸借貸借対対対対照照照照表、収支計表、収支計表、収支計表、収支計算算算算書書書書そそそそのののの他他他他決決決決算算算算に関する書に関する書に関する書に関する書

類類類類    

(2) (2) (2) (2) 役員名役員名役員名役員名簿簿簿簿および役員のおよび役員のおよび役員のおよび役員の異異異異動に関する書類動に関する書類動に関する書類動に関する書類    

(3) (3) (3) (3) 定款定款定款定款    

((((4444) ) ) ) 総会および理事会の議事総会および理事会の議事総会および理事会の議事総会および理事会の議事録録録録    

((((5555) ) ) ) 会員名会員名会員名会員名簿簿簿簿および会員のおよび会員のおよび会員のおよび会員の異異異異動に関する書類動に関する書類動に関する書類動に関する書類    

((((6666) ) ) ) 収入および支出に関する収入および支出に関する収入および支出に関する収入および支出に関する帳簿帳簿帳簿帳簿およびおよびおよびおよび証拠証拠証拠証拠書類書類書類書類    

２２２２    理事長は、前項の書類に理事長は、前項の書類に理事長は、前項の書類に理事長は、前項の書類につつつついて会員および利いて会員および利いて会員および利いて会員および利害害害害関係人から関係人から関係人から関係人から閲覧閲覧閲覧閲覧のののの請求請求請求請求があったときは、があったときは、があったときは、があったときは、

正当な理由がない限り、これに応じなければならない。正当な理由がない限り、これに応じなければならない。正当な理由がない限り、これに応じなければならない。正当な理由がない限り、これに応じなければならない。    

第９章第９章第９章第９章    定款の変更および解散定款の変更および解散定款の変更および解散定款の変更および解散    

（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）    

第５５第５５第５５第５５条条条条    定款を変更するときは、総会において、出席した定款を変更するときは、総会において、出席した定款を変更するときは、総会において、出席した定款を変更するときは、総会において、出席した正会員の４分の３以上の正会員の４分の３以上の正会員の４分の３以上の正会員の４分の３以上の多数多数多数多数にににに

よる議決をよる議決をよる議決をよる議決を経経経経、か、か、か、かつつつつ、特定非営利活動促進法第２５条第３項に規定する、特定非営利活動促進法第２５条第３項に規定する、特定非営利活動促進法第２５条第３項に規定する、特定非営利活動促進法第２５条第３項に規定する軽微軽微軽微軽微な事項を除いな事項を除いな事項を除いな事項を除い

て、所て、所て、所て、所轄庁轄庁轄庁轄庁の認の認の認の認証証証証をををを得得得得なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

    たたたただだだだし、特定非営利活動促進法第２５条第６項の規定による「し、特定非営利活動促進法第２５条第６項の規定による「し、特定非営利活動促進法第２５条第６項の規定による「し、特定非営利活動促進法第２５条第６項の規定による「軽微軽微軽微軽微な事項に係る定款の変な事項に係る定款の変な事項に係る定款の変な事項に係る定款の変

更」の場合は、総会において出席した正会員の更」の場合は、総会において出席した正会員の更」の場合は、総会において出席した正会員の更」の場合は、総会において出席した正会員の過半数過半数過半数過半数をして決し、変更することができるをして決し、変更することができるをして決し、変更することができるをして決し、変更することができる

こととする。こととする。こととする。こととする。    

２２２２    前項の前項の前項の前項の軽微軽微軽微軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、な事項に係る定款の変更を行った場合には、な事項に係る定款の変更を行った場合には、な事項に係る定款の変更を行った場合には、速や速や速や速やかに所かに所かに所かに所轄庁轄庁轄庁轄庁ににににそそそそのののの旨旨旨旨を届けを届けを届けを届け

出なければならない。出なければならない。出なければならない。出なければならない。    

（解散）（解散）（解散）（解散）    

第５６第５６第５６第５６条条条条    この法人は、次に掲げる事由によって解散する。この法人は、次に掲げる事由によって解散する。この法人は、次に掲げる事由によって解散する。この法人は、次に掲げる事由によって解散する。    

(1) (1) (1) (1) 総会の決議総会の決議総会の決議総会の決議    

(2) (2) (2) (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成目的とする特定非営利活動に係る事業の成目的とする特定非営利活動に係る事業の成目的とする特定非営利活動に係る事業の成功功功功のののの不能不能不能不能    

(3) (3) (3) (3) 正会員の正会員の正会員の正会員の欠欠欠欠亡亡亡亡    

((((4444) ) ) ) 合合合合併併併併    

((((5555) ) ) ) 破破破破産産産産    

((((6666) ) ) ) 所所所所轄轄轄轄庁庁庁庁による認による認による認による認証取証取証取証取り消しり消しり消しり消し    

２２２２    この法人が前項第１号の事由により解散するときは、正会員総この法人が前項第１号の事由により解散するときは、正会員総この法人が前項第１号の事由により解散するときは、正会員総この法人が前項第１号の事由により解散するときは、正会員総数数数数の４分の３以上のの４分の３以上のの４分の３以上のの４分の３以上の多数多数多数多数

による議決をによる議決をによる議決をによる議決を経経経経なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    

３３３３    第１項第２号の規定に第１項第２号の規定に第１項第２号の規定に第１項第２号の規定に基基基基づき解散する場合は、所づき解散する場合は、所づき解散する場合は、所づき解散する場合は、所轄庁轄庁轄庁轄庁の認の認の認の認証証証証をををを得得得得なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。    
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（（（（残余財残余財残余財残余財産の産の産の産の処処処処分）分）分）分）    

第５７第５７第５７第５７条条条条    この法人が解散した場合（合この法人が解散した場合（合この法人が解散した場合（合この法人が解散した場合（合併併併併およびおよびおよびおよび破破破破産の場合を除く）における産の場合を除く）における産の場合を除く）における産の場合を除く）における残余財残余財残余財残余財産は、産は、産は、産は、

総会で定めた社団法人、総会で定めた社団法人、総会で定めた社団法人、総会で定めた社団法人、財財財財団法人、社会団法人、社会団法人、社会団法人、社会福祉福祉福祉福祉法人または特定非営利活動法人に法人または特定非営利活動法人に法人または特定非営利活動法人に法人または特定非営利活動法人に寄附するも寄附するも寄附するも寄附するも

のとする。のとする。のとする。のとする。    

第１０章第１０章第１０章第１０章    雑則雑則雑則雑則    

（（（（委委委委任）任）任）任）    

第５８第５８第５８第５８条条条条    この定款のこの定款のこの定款のこの定款の施施施施行に関して必要な事項は、理事会の議決を行に関して必要な事項は、理事会の議決を行に関して必要な事項は、理事会の議決を行に関して必要な事項は、理事会の議決を経経経経て、理事長が定める。て、理事長が定める。て、理事長が定める。て、理事長が定める。    

（（（（公公公公告）告）告）告）    

第５９第５９第５９第５９条条条条    この法人のこの法人のこの法人のこの法人の公公公公告は告は告は告は主主主主たる事務所に掲たる事務所に掲たる事務所に掲たる事務所に掲示示示示するほか、するほか、するほか、するほか、官官官官報においてこれを行う。報においてこれを行う。報においてこれを行う。報においてこれを行う。    

    

            附附附附    則則則則    

１１１１    この定款は、法人の成立のこの定款は、法人の成立のこの定款は、法人の成立のこの定款は、法人の成立の日日日日からからからから施施施施行する。行する。行する。行する。    

２２２２    この法人のこの法人のこの法人のこの法人の設設設設立当立当立当立当初初初初の役員は、第１３条第１項から第３項の規定にかかの役員は、第１３条第１項から第３項の規定にかかの役員は、第１３条第１項から第３項の規定にかかの役員は、第１３条第１項から第３項の規定にかかわわわわらず、次に掲らず、次に掲らず、次に掲らず、次に掲

げるものとする。げるものとする。げるものとする。げるものとする。そそそその任期は第１５条第１項の規定にかかの任期は第１５条第１項の規定にかかの任期は第１５条第１項の規定にかかの任期は第１５条第１項の規定にかかわわわわらず、らず、らず、らず、成立成立成立成立日日日日からからからから平平平平成１６成１６成１６成１６

年年年年６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日までとする。までとする。までとする。までとする。    

        理事長理事長理事長理事長        直田直田直田直田    春夫春夫春夫春夫    

        副副副副理事長理事長理事長理事長    石石石石橋橋橋橋由由由由紀子紀子紀子紀子    

理事理事理事理事            稲井稲井稲井稲井    信也信也信也信也    

        同同同同                櫻井櫻井櫻井櫻井あかあかあかあかねねねね    

        同同同同                末光末光末光末光    時枝時枝時枝時枝    

        同同同同                須貝須貝須貝須貝    昭子昭子昭子昭子    

        同同同同                髙髙髙髙田田田田    浩浩浩浩行行行行    

        同同同同                日永田日永田日永田日永田    実実実実    

        同同同同                日比野昌弘日比野昌弘日比野昌弘日比野昌弘    

        同同同同                藤田藤田藤田藤田（（（（高橋高橋高橋高橋））））    祐子祐子祐子祐子    

        同同同同                丸岡丸岡丸岡丸岡    康一康一康一康一    

        同同同同                森森森森        綾子綾子綾子綾子    

        同同同同                八束八束八束八束    庸子庸子庸子庸子    

        同同同同                山山山山内内内内    直直直直人人人人    

        監監監監事事事事            石倉石倉石倉石倉    則則則則雄雄雄雄    

        同同同同                    田田田田    忠忠忠忠    

３３３３    この法人のこの法人のこの法人のこの法人の設設設設立当立当立当立当初初初初の事業計の事業計の事業計の事業計画画画画および収支および収支および収支および収支予算予算予算予算は、第４３は、第４３は、第４３は、第４３条の規定にかか条の規定にかか条の規定にかか条の規定にかかわわわわらず、らず、らず、らず、設設設設立立立立

総会の定めるとこ総会の定めるとこ総会の定めるとこ総会の定めるところろろろによる。による。による。による。    

４４４４    この法人のこの法人のこの法人のこの法人の設設設設立立立立初初初初年年年年度度度度のののの事業年事業年事業年事業年度度度度は第５０は第５０は第５０は第５０条の規定にかか条の規定にかか条の規定にかか条の規定にかかわわわわらず、らず、らず、らず、成成成成立立立立日日日日からからからから平平平平成１５成１５成１５成１５

年３年３年３年３月月月月３１３１３１３１日日日日までとする。までとする。までとする。までとする。    

５５５５    この法人のこの法人のこの法人のこの法人の設設設設立当立当立当立当初初初初の会費のの会費のの会費のの会費の額額額額は、第８条の規定にかかは、第８条の規定にかかは、第８条の規定にかかは、第８条の規定にかかわわわわらず、次のとおりとする。らず、次のとおりとする。らず、次のとおりとする。らず、次のとおりとする。    

(1)(1)(1)(1)正会員個人正会員個人正会員個人正会員個人    年年年年額額額額    一口一口一口一口        ３３３３，，，，００００００００００００円円円円    

            正会員団体正会員団体正会員団体正会員団体    年年年年額額額額    一口一口一口一口        ５５５５，，，，００００００００００００円円円円    

    (2)(2)(2)(2)賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員        年年年年額額額額    一口一口一口一口    １０１０１０１０，，，，００００００００００００円円円円    

    


